
商工会議所会員様向け 福利厚生制度

●業務中、業務外を問わず、交通事故はもちろん
　不慮の事故・病気死亡にいたるまで24時間保障。

●掛金は、男性326円・女性269円から。
　 （15歳～35歳の1口掛金）

●当所独自の通院見舞金、結婚・出産・成人祝金も支給。
　 （生命保険ではありません）

主な特色

さらに…

剰余は配当金として還元！

平成29年度実績34.85％！！
12ヵ月×34.85％＝約4ヵ月分 負担が減少!!

生命共済制度生命共済制度

※平成28年度実績58.68％
※この保険は１年ごとに収支決算を行い、剰余が生じた場合は配当金として
お支払いします。
※収支決算の結果、配当金が０となる年度もありえます。
※掛金は損金または必要経費に算入できます。
　記載の税務取扱は、平成30年3月現在の制度に基づくものです。今後、
税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

お問い合わせ／会員組織・共済グループ　TEL 092-441-2845　FAX 092-441-2810
詳しくは URL：http://www.fukunet.or.jp/moshimo/mutual/

期限までに、ご請求いただきませんと
お支払できません !!!

〈ご注意〉 ①通院見舞金は事故発生日後の通院7日目が含まれる年度期間内（4/1～3/31）の請求で1回限りお支払いします。同一事由による入院給付金等ほかの
 給付金を受取られた場合にはお支払いできません。
　　　　 ②支給基準は、通院見舞金は通院7日目時点における加入口数、その他の祝金は発生日における加入口数となります。
　　　　 ③見舞金・祝金請求の有効期間は、発生日を含め180日以内です。
　　　　 ※見舞金・祝金請求書は期間内に当所必着でお手配ください。1日でも超えますと、給付金のお支払いは致しかねますのでご注意ください。

■保障内容

■福岡商工会議所独自の見舞金・祝金制度（生命保険ではありません。）

生命共済制度ご加入の事業所様はいま一度、
請求漏れがないかご確認ください！

※詳細については、所定のパンフレット〈契約内容重要事項記載資料〉および当所ホームページをご参照ください。

ご契約の死亡保険金額
死亡保険金額と同額
ご契約の特約保険金額
程度により特約保険金額の10～100％

1日につき、
特約保険金額100万円あたり1,500円

保障の範囲 保険金額・給付金額
死 亡 保 険 金
高度障がい保険金
災害死亡保険金
障 が い 給 付 金

入 院 給 付 金

主
契
約

特 

約

死亡のとき
所定の高度障がい状態になられたとき

事故による

死亡のとき
所定の障がい状態になられたとき

5日以上の入院（入院日数120日限度）

加入者が不慮の事故を直接の原因として7日間以上通院したとき
（事故発生日後の通院7日目が含まれる年度期間内（4/1～3/31）の請求は1回限り）
加入者が結婚（婚姻）したとき
加入者の子供が生まれたとき（加入者は男女問いません）
加入者が20歳になったとき

お支払額（加入口数・1名あたり）見舞金・祝金の種類

通院見舞金

結 婚 祝 金
出 産 祝 金
成 人 祝 金

10～20口 

▲

 一律20,000円
1～9口     

▲

 口数×2,000円

・詳細については、所定のパンフレット（契約内容重要事項記載資料）を必ずご覧ください。
・この資料は、平成30年3月時点の制度内容に基づき記載されており、将来、制度内容は変更することがあります。

資料請求 福岡商工会議所  会員組織・共済グループ  FAX.092-441-2810

ご記入いただく個人情報は、当所と提携する委託保険会社の担当者が共済制度のご案内をお届けする目的にのみ利用させていただきます。

お問い合わせ／福岡商工会議所　産業振興グループ　TEL 092-441-1119

海外展開のすゝ め
～福岡商工会議所を活用して～

海外展開の経験がない方にも
「海外展開」のあれこれを
隔月で分かりやすくお届け！

第二章
「何を」売ればいいの？

「何を売るか」については、2段階で考えていきましょう。

まずは既存商品を売ることを考え、続いて新しい商品を

売ることを考える必要があります。

■既存商品を売る

それでは、既存商品を細分化し絞り込みをしていきましょう。

まず第一章で、最も買っていただいているお客様を、性

別、年齢、趣味などの生活スタイルについて絞り込みを行

いましたが、そのたった一人のお客様に最も買っていただ

いている一種類の商品に絞ります。

その商品を販売する具体的な場所についてもあわせて考

えてみましょう。

いわゆる、どこの国のどの業種の具体的などの店舗に照

準をあわせるか、については、先ほどのたった一人のお客

様と同じカテゴリーの外国の方がどこにいるかを調べる必

要があります。

実は、最も安価で、簡単に調べる方法は、同業者が既

に輸出している地域、もしくはこれまで観光で行った好き

な国や地域に実際に行くことです。

現地でのマーケティングについて、ワンストップ海外展

開相談窓口を利用し、様々な支援機関のメニューを提供す

ることが可能ですので、ぜひご活用ください。

ご相談にあたって、一つの国の特定の一人に対して一つ

の商品を提案していきたいと仮説を立てている方は、支援

機関からのマーケティング方法の提案もよりスムーズになり

ます。

なお、マーケティングを踏まえて、日本製といえども、

文化や使用シーンが違う海外では通用しないことが明らか

になることも多く、さらには、一体その商品が何なのか外

国の方が分からない場合もあり、多くのケースで、何かし

ら新しい商品づくりに取り組む必要が出てきます。

ここが最大の難所であり、海外展開を断念する企業が多

い場面でもありますので、乗り越えた後に競争相手が大き

く減る場面でもあるといえます。

■新商品を売る

それでは、新しい商品を売ることについて考えていきます。

実はあまり難しくなく、単純化すると、最初は商談相手

に対して、誰に何を（既存商品を）という仮説をもって提案

しつつ、商談相手から仮説に対する答えを聞きながら、商

品をブラッシュアップし変化していくという繰り返しの作業

になります。

こうだと思いますが合っていますか、というラリーをめげ

ずに繰り返す精神力があるかどうかです。

予め、何があっても必ず守る部分を決め、それをブラッ

クボックスに入れたうえで商談に臨むこと、そして必ず守る

部分に踏み込んできた場合は撤退するという判断をしてお

くことも重要です。

さらに、材料費や工賃（手間）を上げて商品の価格を上

げた方が相対的に価値を高めることもあります。

値段が高いことをうまく理解してもらえないから商談がう

まくいかないケースよりも、商品の変化ができないからうま

くいかないというケースの方が多いように感じます。
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提案商品＝
　　柔軟に変化できる商品まとめ

バックナンバーはこちら
からご覧いただけます！

海外展開のすゝめ

25福岡商工会議所 NEWS ︱ 2018  OCTOBER


